
東日本大震災農業生産対策交付金実施要綱の制定について

２ ３ 生 産 第 ７ ２ ０ 号

平 成 ２ ３ 年 ５ 月 ２ 日

農林水産事務次官依命通知

改正 平成 23年９月１日 23生産第 4223号

改正 平成 23年 12月 ６日 23生産第 5174号

改正 平成 24年４月６日 23生産第 6150号

改正 平成 25年５月 16日 25生 産第 3 4 7号

改正 平成 26年４月１日 25生産第 3397号

改正 平成 27年４月９日 26生産第 3209号

改正 平成 27年９月 30日 27生 産第 1823号

改正 平成 28年４月１日 27生産第 2865号

改正 平成 29年３月 31日 28生 産第 1469号

改正 平成 30年３月 29日 29生 産第 2288号

最終改正 平成 31年４月１日 30生産第 2245号

東日本大震災農業生産対策交付金について、この度、東日本大震

災農業生産対策交付金実施要綱が別紙のとおり定められたので、御

了知の上、本交付金の実施につき、適切な御指導をお願いする。

以上、命により通知する。



東日本大震災農業生産対策交付金実施要綱 

 

第１ 趣 旨 

   東日本大震災からの農業生産の復旧等のためには、共同利用施設の復旧並び

に営農用資機材及び農業用機械の確保と併せて、産地における生産力、供給力

の回復や消費者の信頼回復、被災による営農環境の変化に対応するための新た

な高付加価値化、低コスト化に向けた取組への支援が必要である。 

   このため、速やかな農業生産の復旧等を図るための特別措置として、東日本

大震災農業生産対策交付金による対策（以下「本対策」という。）を実施する。 

 

第２ 対策の実施等   

 １ 対策の実施方針 

     本対策は、農業生産の復旧等に向け、地域の実情に応じて２に定める取組を

適切に実施するとともに、各種関連対策との連携を図るものとする。 

  ２ 対策の取組方向及び内容 

 本対策で実施する取組方向は、第１の趣旨に対応したものとし、その具体的

なメニュー、事業実施主体、採択要件及び交付率は、別表に掲げるとおりとす

る。 

   なお、事業実施主体が設定する成果目標の基準及び目標年度は、農林水産省

生産局長、農村振興局長及び政策統括官（以下「生産局長等」という。）が別

に定めるとおりとする。 

 ただし、復旧等に関し、生産局長等が特に必要と認める場合にあっては、別

表に定めるもののほか、緊急に事業を実施することができるものとする。 

 ３ 対象地域 

   本対策の対象地域は、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨

県、長野県及び静岡県とする。 

   ただし、生産局長等が別に定める場合は、この限りではない。 

４ 事業費の低減 

 本対策を実施する場合は、徹底した事業費の低減が図られるよう努めるもの

とする。 

 ５ 費用対効果分析 

   事業実施主体は、整備事業（別表のメニューの欄に定める整備事業をいう。

以下同じ。）を実施する場合は、投資に対する効果が適正か否かを判断し、投

資が過剰とならないよう、投資効率等を十分に検討し、整備する施設等の導入

効果について、生産局長等が別に定めるところにより費用対効果分析を行うも

のとする。 

 ６ 地域提案 

   都県知事は、地域の農業生産の復旧等を達成する観点から、別表のメニュー

の欄に示された事業の具体的な取組内容以外に、地域として独自の取組（以下



「地域提案」という。）を実施できるものとする。 

ただし、推進事業（別表のメニューの欄に定める推進事業をいう。以下同じ。）

に係る地域提案は、交付の対象外とする。 

 

第３ 対策の実施等の手続 

 １ 事業実施主体は、生産局長等が別に定めるところにより、事業実施計画を作

成し、都県知事に提出するものとする。 

 ２ 都県知事は、１により提出された事業実施計画及び自らが事業実施主体とな

る事業の内容を踏まえ、生産局長等が別に定めるところにより、都県事業実施

計画（以下「都県計画」という。）を作成し、地方農政局長（当該都県の区域

を管轄する地方農政局長をいう。以下同じ。）に提出し、その成果目標の妥当

性について、地方農政局長と協議を行うものとする。 

 ３ 都県知事は、２の提出を行う際に、当該都県計画に地域提案が含まれる場合

又は別表の事業実施主体の欄に定める特認団体（以下「特認団体」という。）

若しくは都県が事業実施主体である場合は、事業実施計画の内容についても、

生産局長等が別に定めるところにより、地方農政局長と協議を行うものとする。 

 ４ 地方農政局長は、２及び３の協議を受けた場合は、協議の内容を検討するた

め、必要に応じ関係部局で構成する検討会を開催し、公平性の確保に努めるも

のとする。 

 ５ 都県知事は、成果目標の達成に資する場合には、本対策の範囲内で、都県計

画の取組内容等を変更することができるものとする。 

   ただし、以下に掲げる事業内容を変更する場合にあっては、２に準じた手続

を行うものとする。 

（１）成果目標の変更 

（２）特認団体又は都県が実施する事業内容の変更 

（３）地域提案の事業内容の変更 

 

第４ 対策の実施期間 

    本対策の実施期間は、第３の１の事業実施計画が承認された年度とする。 

 

第５ 国の助成措置 

 １ 国は、予算の範囲内において、本対策の実施、指導等に必要な経費について、

別に定めるところにより交付金を交付するものとする。 

 ２ 交付金の交付を受けた都県知事が市町村に対して交付金を交付する場合に

は、本要綱に準じて、市町村の自主性を活かした農業生産の復旧等のための施

策の展開を尊重した方法により交付するよう努めるものとする。 

 

第６ 事業実施状況の報告等 

  １ 事業実施主体は、生産局長等が別に定めるところにより、目標年度における

事業実施状況報告を作成し、都県知事に報告するものとする。ただし、鳥獣被



害防止対策関係（別表のメニューの欄に定める２の（６）鳥獣被害防止施設を

いう。）にあっては、事業実施年度における事業実施状況報告を作成し、都県

知事に提出するものとする。 

   なお、都県知事は、必要に応じ、本対策の実施年度から目標年度までの間、

事業実施主体に事業実施状況の報告を求めることができるものとする。 

 ２ 都県知事は、１の事業実施主体からの事業実施状況の報告を受けた場合には、

その内容について点検し、必要に応じ、当該事業実施主体を指導するものとす

る。 

 ３ 都県知事は、１の事業実施主体からの事業実施状況の報告について、生産局

長等が別に定めるところにより地方農政局長に報告するものとする。 

 

第７ 対策の評価 

      事業実施計画に定められた成果目標の達成状況について、次に掲げる方法で

事業評価を行うものとする。 

 １ 事業実施主体は、事業実施計画の目標年度の翌年度において、事業実施計画

に定められた目標年度の成果目標の達成状況について、別に定めるところによ

り自ら評価を行い、その結果を都県知事に報告するものとする。 

また、生産局長等が別に定める事業を実施する場合には、中間的な事業評価

を行い、その結果を都県知事に報告するものとする。 

 ２ 都県知事は、１の事業実施主体からの報告を受けた場合には、その内容を点

検評価し、その結果を地方農政局長に報告するとともに、必要に応じこの評価

結果を踏まえ、事業実施主体を指導するものとする。 

 ３ 地方農政局長は、２の都県知事からの報告を受けた場合には、内容を点検評

価し、遅滞なく関係部局で構成する検討会を開催し、成果目標の達成度等の評

価を行うこととし、必要に応じ、この評価結果を踏まえ、都県知事を指導する

ものとする。 

   なお、当該評価結果を生産局長等に報告するものとする。 

 ４ 事業評価を行った事業実施主体、都県知事及び地方農政局長は、その結果を

公表するものとする。 

  

第８ 推進指導等   

 １ 都県知事は、本対策の効果的かつ適正な推進を図るため、市町村及び農業団

体等関係機関との密接な連携による推進体制の整備を図り、本対策の実施につ

いての推進指導に当たるものとする。 

  ２ 対策の適正な執行の確保 

（１）都県知事は、本対策の適正な執行を確保するため、実施手続等について、

必要に応じ、別に定めるところにより、事業実施主体を指導するものとする。 

（２）都県は、本対策の関係部局以外の者の意見を聴く体制を整えるものとする。

ただし、他の方法により本対策の適正な執行が確保される場合は、この限り

ではない。 



 

第９ 他の施策等との関連 

   本対策の実施に当たっては、他に講じられる東日本大震災からの農業生産の

復旧等対策並びに次に掲げる施策等との関連及び活用に配慮するものとする。 

１ 水田農業構造改革対策に基づく施策 

２ 野菜の構造改革対策に基づく施策 

３ 果樹産地構造改革の推進に関する施策 

４ 農業技術の開発普及及び農業機械の効率的利用に関する施策 

５ 農畜産物の需給の調整のための施策 

６ 環境保全型農業の推進に関する施策 

７ 株式会社日本政策金融公庫資金（沖縄県にあっては沖縄振興開発金融公庫資

金）等農業金融に関する施策 

８ 男女共同参画社会の形成に関する施策 

９ 食品の流通部門の構造改善を促進するための施策 

10 軽種馬経営と他の農業部門との複合化又は他の農業部門への転換に関する施

策 

11 耕作放棄地解消対策の推進に関する施策 

 12 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する施策 

  13  地球温暖化対策の推進に関する施策 

 

第 10 委任 

   本対策の実施につき必要な事項については、この要綱に定めるもののほか、

生産局長等が別に定めるところによるものとする。 

 

附 則 

  この要綱は、平成 23 年５月２日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成 23 年９月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成 23 年 12 月６日から施行する。 

 

附 則 

１ この改正は、平成 24 年４月６日から施行する。 

２ 平成 23 年度までに事業を実施した地区については、なお従前の例によ

り取り扱うものとする。 

 

附 則 

１ この改正は、平成 25 年５月 16 日から施行する。 



２ 平成 24 年度までに事業を実施した地区については、なお従前の例によ

り取り扱うものとする。 

 

附 則 

１ この改正は、平成 26 年４月１日から施行する。 

２ 平成 25 年度までに事業を実施した地区については、なお従前の例によ

り取り扱うものとする。 

 

附 則 

１ この改正は、平成 27 年４月９日から施行する。 

２ 平成 26 年度までに事業を実施した地区については、なお従前の例によ

り取り扱うものとする。 

 

附 則 

  （施行期日） 

   １ この通知は、平成 27 年 10 月１日から施行する。 

  （経過措置） 

２ この通知による改正前の各通知（以下「旧通知」という。）の規定によ

り農林水産省生産局長（以下「生産局長」という。）がした処分、手続そ

の他の行為（以下「処分等」という。）は、この通知による改正後の各通

知（以下「新通知」という。）の相当規定により農林水産省生産局長、農

村振興局長又は政策統括官（以下「生産局長等」という。）がした処分等

とみなし、旧通知の規定により生産局長に対してされた申請その他の行為

（以下「申請等」という。）は、新通知の相当規定により生産局長等に対

してされた申請等とみなす。 

 

附 則 

１ この改正は、平成 28 年４月１日から施行する。 

   ２ 平成 27 年度までに事業を実施した地区については、なお従前の例によ      

り取り扱うものとする。 

  

附 則 

   １ この改正は、平成 29 年４月１日から施行する。 

２ 平成 28 年度までに事業を実施した地区については、なお従前の例によ      

る。 

 

附 則（平成 30 年３月 29 日付け 29 生産第 2288 号） 

   １ この改正は、平成 30 年４月１日から施行する。 

   ２ 平成 29 年度までに事業を実施した地区については、なお従前の例によ

る。 



 

附 則（平成 31 年４月１日付け 30 生産第 2245 号） 

   この改正は、平成 31 年４月１日から施行する。 
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に
あ
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
、
総
事

イ
放
牧
利
用
条
件
整
備

（
７
）
事
業
協
同
組
合
連
合
会
及
び
事
業
協
同
組
合
（
「
中
小
企

業
費
が
５
千
万
円
以
上
で
あ
る
こ

ウ
水
田
飼
料
作
物
作
付
条
件
整
備

業
等
協
同
組
合
法
」
（
2
4
年
法
律
第
1
8
1
号
）
第
３
条
第
１

と
。

（
３
）
耕
種
作
物
共
同
利
用
施
設
整
備

号
に
規
定
す
る
法
人
を
い
う
。
）

ア
共
同
育
苗
施
設

た
だ
し
、
リ
ー
ス
方
式
に
よ
る
農
業
機
械
等
の
導
入
の
う

イ
乾
燥
調
製
施
設

ち
牛
肉
保
管
等
施
設
並
び
に
畜
産
物
処
理
加
工
施
設
の
う
ち

ウ
穀
類
乾
燥
調
製
貯
蔵
施
設

産
地
食
肉
セ
ン
タ
－
及
び
食
鳥
処
理
施
設
並
び
に
自
給
飼
料

エ
農
産
物
処
理
加
工
施
設

関
連
施
設
の
う
ち
地
域
未
利
用
資
源
飼
料
利
用
施
設
の
整
備

オ
集
出
荷
貯
蔵
施
設

に
限
る
も
の
と
す
る
。

カ
地
域
食
材
供
給
施
設

（
８
）
食
品
事
業
者

キ
産
地
管
理
施
設

被
災
地
の
農
畜
産
物
を
主
た
る
原
料
と
し
、
利
用
す
る
場

ク
用
土
等
供
給
施
設

合
に
限
る
。

ケ
農
作
物
被
害
防
止
施
設

（
９
）
民
間
事
業
者

コ
農
業
廃
棄
物
処
理
施
設

地
域
の
未
利
用
又
は
低
利
用
有
機
資
源
の
肥
料
化
を
対
象

サ
生
産
技
術
高
度
化
施
設

と
し
た
地
域
資
源
肥
料
化
処
理
施
設
の
整
備
に
限
る
も
の

シ
種
子
種
苗
生
産
関
連
施
設

と
し
、
生
産
局
長
等
が
別
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。

ス
有
機
物
処
理
・
利
用
施
設

（
1
0
）
都
県
知
事
が
地
方
農
政
局
長
と
協
議
し
て
認
め
る
団
体

セ
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
製
造
供
給
施
設

（
以
下
「
特
認
団
体
」
と
い
う
。
）

（
４
）
畜
産
物
共
同
利
用
施
設
整
備

２
メ
ニ
ュ
ー
欄
の
２
の
（
５
）
の
イ
の
事
業
実
施
主
体
に
つ
い

ア
畜
産
物
処
理
加
工
施
設

て
は
、
事
業
実
施
主
体
の
欄
の
１
の
（
１
）
か
ら
（
1
0
）
ま
で

イ
家
畜
市
場

に
掲
げ
る
者
及
び
生
産
局
長
等
が
別
に
定
め
る
協
議
会
と
す



ウ
家
畜
飼
養
管
理
施
設

る
。

エ
自
給
飼
料
関
連
施
設

３
メ
ニ
ュ
ー
の
欄
の
１
の
（
４
）
の
オ
の
事
業
実
施
主
体
に
つ

オ
家
畜
改
良
増
殖
関
連
施
設

い
て
は
、
事
業
実
施
主
体
の
欄
の
１
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま

カ
離
農
跡
地
・
後
継
者
不
在
経
営
施
設

で
に
掲
げ
る
者
（
た
だ
し
、
（
３
）
に
つ
い
て
は
、
農
業
協
同

キ
家
畜
排
せ
つ
物
利
活
用
施
設

組
合
中
央
会
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
及
び
農
業
協
同
組
合
に

（
５
）
放
射
性
物
質
の
影
響
緩
和
対
策
施
設
整
備

限
る
。
）
及
び
生
産
局
長
等
が
別
に
定
め
る
協
議
会
と
す
る
。

ア
自
給
飼
料
生
産
・
調
製
再
編
施
設
整
備

（
ア
）

粗
飼
料
等
生
産
供
給
施
設

（
イ
）

粗
飼
料
等
流
通
拠
点
施
設

イ
農
業
系
副
産
物
循
環
利
用
体
制
再
生
・
確
立
施
設
整
備

（
ア
）

家
畜
排
せ
つ
物
等
処
理
施
設

（
イ
）

剪
定
枝
等
処
理
設
備

（
ウ
）

放
射
性
物
質
検
査
設
備

（
６
）
鳥
獣
被
害
防
止
施
設

生
産
局
長
等
が
別
に
定
め
る
協
議
会
等
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す

こ
と
。

（
１
）
受
益
戸
数
が
３
戸
以
上
で
あ
る
こ

と
。

（
２
）
生
産
局
長
等
が
別
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
施
設
の
耐
用
年
数
が
一
定

年
数
を
超
え
る
こ
と
。

（
３
）
当
該
施
設
の
整
備
に
よ
る
す
べ
て

の
効
用
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
費
用
を

償
う
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。
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